
 

地域の食を活かした観光地域づくり支援事業補助金実施要領 

令和 5 年 5 月 29 日５農政マ第 45 号農政部長通知 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、地域の食を活かした観光地域づくり支援事業補助金交付要綱（令和５年４月 13 日５

農政マ第 13 号。以下「要綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付対象事業及び交付額） 

第２ 交付対象事業及び交付額については、次のとおりとする。 

（１）交付額は、次のとおりとする。ただし、100,000 円を下回る場合は交付しない。 

  ア 県が指定する食材を主たる食材として活用する事業は、上限額 200,000 円 

  イ 任意の地域食材を活用する事業は、定額 100,000 円 

（２）（１）アにおいて県が指定する食材は、豊かな信州の風土から生まれた農畜水産物や食文化を指

す「おいしい信州ふーど」のうち、長野県で開発された新品種を指す「オリジナル」とする。 

   

 

（経費） 

第３ 対象となる経費は、交付要綱第４に定めるとおりとし、次の条件をすべて満たすこと。 

 （１）使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

 （２）交付決定日以降に発生し、事業実施期間内に支払が完了した経費  

 （３）証拠書類等によって支払金額が確認できる経費 

 

(書類の提出) 

第４ 要綱および本要領に規定する書類の提出については、次のとおりとする。 

（１）事業が地域を限定する団体にあっては、その地域を管轄する地域振興局長（以下、「局長」とい

う。）に提出するものとする。 

（２）事業が県全域にわたる団体にあっては、農政部長（以下、「部長」という。）に提出するものとす

る。 

 

 

 

 

信州黄金シャモ、信州サーモン、信州大王イワナ、風さやか（米）、ホワイトファイバー（大

麦）、信州ひすいそば○R、ゆめかおり（小麦）、ユメセイキ（小麦）、ハナチカラ（小麦）、すず

みのり（大豆）、シナノリップ（りんご）、シナノスイート（りんご）、シナノゴールド（りん

ご）、南水（なし）、サザンスイート（なし）、ナガノパープル（ぶどう）、クイーンルージュ○R

（ぶどう）、信州サワー（あんず）、サマーキュート（プルーン）、オータムキュート（プルー

ン）、シナノパール（すもも）、麗玉○R（すもも）等 



 

 

（事業計画書等の提出） 

第５ 事業実施を希望する事業主体は、交付申請に先立ち、要綱第６第３項（１）に規定する事業計画

書（様式第１号別紙１）、確認書（様式第１号別紙２）及び必要書類（以下、「事業計画書等」とい

う）を提出するものとする。 

  ２ 局長は、前項の事業計画書等が提出された場合は、内容を審査し、部長に協議するものとする。 

  ３ 部長は、前項の規定による事業計画書等の協議があり、予算の全体枠を勘案し、適当と認められ

るときは、局長に同意するものとする。 

  ４ 局長は、前項の規定による同意があったときは、補助金の交付を受けようとする者（以下、「事

業主体」という。）に対し、事業計画の承認を行うものとする。 

  ５ 部長は、第 1 項の事業計画書等が提出された場合は、内容を審査し、予算の全体枠を勘案し、適

当と認められるときは、事業主体に対し、事業計画の承認を行うものとする。 

 

（実績報告） 

第６ 事業主体は、事業が完了したときは、要綱第 10 の規定により、事業完了日から起算して 30 日

以内又は令和６年３月 8 日（金）のいずれか早い日までに、地域の食を活かした観光地域づくり

支援事業実績報告書（様式第６号）を提出するものとする。 

 ２ 局長または部長は、前項の実績報告書の提出があった時は、職員を指定して、現地調査及び次に

掲げる書類調査を行うものとする。 

（１）事業実績報告書（様式第６号別紙） 

（２）経費支出の証拠書類 

（３）その他必要と認められる書類 

３ 局長は、前項の調査の結果、内容が適当と認められるときは、部長に実績報告書を速やかに提出

することとする。 

 

（事業実施上の留意事項） 

第７ 事業主体は、事業の実施にあたり、次に掲げる事項に留意すること。 

（１）補助金事業関係書類は事業終了後５年間保存し、県等、補助金等の執行を監督する者からの求め

があった際に、いつでも提出ができるようにすること。 

（２）補助金の交付には、透明性、客観性、適切な経理処理が要求されるため、見積、発注、納品、検

収、請求、支払等の手続きを確実に行い、適切な経理処理の証拠となる書類を整理のうえ、実績報

告書とあわせて提出すること。また、購入した物品等の写真や成果物等を残しておくこと。 

原則として、経理処理の証拠となる書類が確認できない場合、当該物件に係る金額は補助対象外と

する。 

（３）補助事業を実施することにより、産業財産権が発生した場合は、その権利は事業主体に帰属す

る。 

（４）補助事業完了後、不正等の事実が確認され、補助金の返還命令等の指示がなされた場合には、こ

れに従うこと。 



 

 

（５）この事業は、「ふるさと信州寄付金」を活用してるため、印刷物や看板等を作成する場合は、下

記の文言を記載すること。 

  ア この事業は、皆様から寄せられた「ふるさと信州寄付金」を活用しています。 

  イ この事業は、「ふるさと信州寄付金」を活用しています。 

   ウ 「ふるさと信州寄付金」活用事業 

 

附則 この要領は、令和 5 年５月 29 日から適用する。 


